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労働安全衛生法第81条～第86条に定められている「国家資格」で、国が行うハイレベル
の試験に合格し、厚生労働大 臣登録を受けた「労働安全衛生の専門家」です。
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事業者の求めに応じ報酒州を得て下記の業務を行い、事業場で働 (作 業者の安全と衛生

の水準の向上を図る活動を事業構 li■ 11効 果的に推進します。

①安全衛生診断及びこれに基づく指導・助言 ②各種の安全衛生教育及び講演
0作 業手順書の作成または作成指導    ④リスクアセスメント活動の指導・助言
0安 全衛生管理規程の作成並びに効果的な安全衛生管理体制作り

労働安全衛生法第87条に基づくわが国唯一の団体です。創立は昭オロ58年 4月 です。
コンサルタント会は、全国のコンサルタントの品位の保持とその業務の進歩改善のための

業務を行っており、その業務は厚生労働大臣の監督に属しています。
会員数は約2500名 で、47都道府県に支部があります。 詳細は当会本一ムページで |

職場の安全管理、衛生管理全般について、十分な知識。経験を有し、次の分野の専門家です。
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①機械設備や電気設備等による災害防止(機械・電気 )

②建物・橋 。道路等の建設時、維持管理時の災害防止(土木。建築 )

③化学物質・
'(桑

発火災の災害防止(化学 )

1饂麟衛麓爾ンサルタント]

①粉じんや有害化学物質による健康障害予防対策・腰痛予防・メンタルヘルスなどへの対応(保健衛生)

②職業性疾病防上のための工学的対策(労働衛生工学)

凸眈吻鰊笏眈鍮は、長い年月にわたり企業の安全衛生業務を担い、また安全及び産業保健

スタッフとして最高の技術を体得してきた者で、現在も活躍している専門家です。

★産業界で体得 した最高のノウ八ウを皆さま方にご伝授します。★

コンサルタントには労働安全衛生法第86条第2項によって次の守秘義務が課されています。

安′こして御相談ください。

「コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しては

ならない。コンサルタントでなくなつた後においても同様とする。」

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
〒108-0014東 京都港区芝4-4-5三 田労働基準協会ビル5F

TEL03-3453-7935  FAX03-3453-9647

http:〃www.jashcon.or」 p  E― mail info@iashcon.or.jp

◎

コンサfLタントこ博

●日本労働安全衛生コンサrLタント会こI渉

鯰ド賤隧礼

饉MI渕財炒鱚:画置醸言甕謳:霊:ド菫:圃】翻吻:鯰]炒:L



労働安全衛生法

(労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント関係 )

○ 業務
第 81条 労働安全コンナルタン トは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ
報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づ

く指導を行なうことを業とする.

2 労働衛生コンサルタン トは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を
得て、 労働者の衛生の水準の向 Lを図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導
を行なうことを業とする.

○ 労働安全コンサルタン ト試験
第 82条  労働安全コンサルタン ト試験は、厚生労働大臣が行なう。
2 労働安全コンサルタン ト試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験に
よって行なう.:‐

○ 労働衛生コンサルタント試験
第 88条 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働人臣が行なう.
2 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験に
よって行なうc

○ 登録
第 84条  労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働
省に備える労働安全コンサルタン ト名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在

地その他厚生労働省令で定める事項の子ヽ録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサ

ルタントとなることができる。

○ 義務
第 86条  コンナルタン トは、コンサルタン トの信用を傷つけ、又はコンサルタン ト全体の不名誉と
なるような行為をしてはならないc

2 コンサルタン トは、その業務に関して矢||り 得た秘密を漏 らし、又は盗用 してはならないじコンサ
ルタン トでなくなった後においても、同様 とする〔,

○ 日本労働安全衛生コンサルタント会
第 87条  その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コ
ンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタン トの品位の保持及び

その業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的と

するものに限り、設立することができる。

4 コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属するc
5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるとき
は、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対

し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる.

6 コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用
いてはならない.


